
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリエイターズプラザ研修室 B・C 
(東大阪市荒本北 1-4-1  

クリエイション・コア東大阪 南館 3 階) 

弁護士がやさしく解説 

「市内事業者に知ってほしい 

取適法と振興法」 
 

 

 

２０２６年から取引ルールが変わっています 

☑取適法・振興法の重要なポイントがわかる 

☑円滑な取引や実務のヒントを学べる 
 

対象者 

定員 

会場 

市内事業者（発注者側、受注者側どちらの立場でも） 

５０名 

【お問い合わせ】  

東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 産業総務課 

☎ ０６-４３０９-３１７４  

✉ sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp 

開催日 令和 8 年 5 月 23 日（土）10:00～１２：０0 

参加無料 

（申込先着順） 

電話、FAX、市電子申請システムより 

お申込みください。 

裏面の申込書をご確認ください 

mailto:sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp


 

「市内事業者に知ってほしい取適法と振興法」 

FAX 申込書（FAX 番号：06-4309-3８４6） 

 

参加される方の代表者名  参加人数  

企業名  日中連絡がとれる電話番号  

業種（任意）   

市電子申請システムからはこちら 
従業員数（任意）  
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